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千葉市文化交流プラザ 

自動販売機設置事業者募集要項 

 

 千葉市文化振興課が行う自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集に応募さ

れる方は、次の各事項をご確認の上、お申込みください。 

 

１ 入札物件 

 

※貸付面積には、空缶等回収ボックス、転倒防止器具、電源接続部分及び放熱スペースを含みま

す。また、月間売上本数は参考数値であり、今後における自動販売機の売上本数を保証するもの

ではありません。 

 

２ 日 程 

 日程は、次のとおりです。 

 

 

３ 入札参加資格 

 応募する者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとします。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと 

② 自動販売機の設置業務について３年以上の実績を有している者であること 

③ 法人市民税又は個人市民税の未納がないこと 

④ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有している

所在地

設置場所

1 千葉市中央区富士見１－３－２

１階　北西側出入口脇

2 千葉市中央区富士見１－３－２

３階音楽ホール　ホワイエ

3 千葉市中央区富士見１－３－２

５階　休憩コーナー

自

販

機

№

貸付
面積

販売
品目

最低価格
(月額・

消費税別)
備考

1.7㎡

月間
売上
本数

約
610本

1.7㎡
約

910本

約
170本

1.7㎡

清涼
飲料水

9,000円
(3台分)

項目 日程

申込受付期間
平成２７年２月２３日(月)～平成２７年３月６日(金)
・午前９時から正午まで、午後１時から午後４時まで（市役所閉庁日を除きます。）
・最終日の受付は午後３時までとなりますので、ご注意ください。

現場確認期間
平成２７年３月９日(月)、１０日(火)の２日間
・現状を確認したい場合は、平成２７年３月６日（金）の午後５時までに申し込むこと。
（現場確認の日時は先着順となります。）

募集要項に関する問
い合わせの締切日

平成２７年３月６日(金) 午後３時まで
・詳細は、別紙「注意事項」参照のこと。
・回答予定日は平成２７年３月１１日（水）となります。

入札日時
及び場所

入札日　　平成２７年３月１３日(金)
入札場所　千葉市役所本庁舎８階　８１会議室
開始時間　午前１１時１５分
※時間厳守。
　入室は開始の１５分前から可能となります。

契約締結期限 平成２７年３月２０日(金)
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こと 

⑤ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体に属する者でないこと 

 

４ 契約上の条件等 

（１）貸付契約の内容 

  この貸付契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）２３８条の４第２項第４号の規定

に基づく貸付け（賃貸借契約）です。 

（２）貸付期間 

  平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日（３年間）とし、更新はできないものとします。 

（３）貸付料等 

① 貸付料 

  千葉市が設定する最低価格以上で、最高入札価格をもって貸付料（月額）とします。 

  貸付料は別途発行する納入通知書により年度ごとに指定期日までに納入してください。また、

既に納付した貸付料は返還しません。 

② 必要経費等 

  自動販売機の維持管理に必要とする経費は設置事業者の負担とします。電気料は市の指示に

より指定期日までに施設管理者へ納入してください。 

 ③ 延滞金 

  納入通知書により指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応

じ、年１４．６％の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して支払わなければな

りません。 

（４）使用上の制限 

   次のことを遵守してください。 

① 貸付物件を自動販売機設置業務以外の用途に供してはならないこと 

② 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと 

③ 販売品目は、メーカー希望小売価格より高い価格で販売しないこと 

④ 次に示す販売品目及び自販機についての条件を満たすこと 

 

 

 

（５）自動販売機の仕様等 

   設置する自動販売機は、次に掲げる条件を満たした仕様としてください。 

① 冷媒及び断熱材発泡剤に、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン（い

わゆる代替フロン）を使用していないこと 

② 環境配慮設計がなされていること 

③ 使用済自動販売機の回収システムがあり、リサイクルされない部分については適正処理

されるシステムがあること 

  ④ 白色自販機とすること 

自販機№ 販売品目の条件
1
2
3

清涼飲料水
(缶、ペットボトル)
※紙コップ飲料は不可
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  ⑤ 千円紙幣に対応できること 

   自販機№２については、①から⑤に加えて⑥、⑦の条件も満たすこと。 

  ⑥ 車いす対応（ユニバーサルデザイン）とすること 

    ユニバーサルデザインに関しては、以下の仕様を満たすこと 

     ・かがまず楽な姿勢で商品を取り出せるよう取出口が上部にあること 

     ・最上段の商品の選択ボタンを押しやすい低い位置にも取り付けること 

     ・硬貨投入口は一度に複数の硬貨を投入できる一括投入口とすること 

     ・コイン返却レバーは小さい力で容易に操作できる大型レバーとすること 

     ・釣銭返却口は片手でにぎって取り出せる受け皿タイプとすること 

  ⑦ 木目調にラッピングすること 

 

（６）維持管理責任 

   次のことを遵守してください。 

① 自動販売機の維持管理については、設置事業者が行い、常に商品の賞味期限に注意する

とともに、在庫・補充管理を適切に行うこと 

② 自動販売機に併設して、十分な容量の回収ボックスを設置するとともに、千葉市の指示

に従い、設置事業者の責任で適切に回収・処分すること（ただし、設置場所の構造上、自動

販売機本体と回収ボックスを隣接して設置できない場合があります。）また、回収ボックス

が適切に管理されなかった為（回収ボックスが満杯のまま放置されるなど）、自動販売機の

設置場所及び改修ボックスの設置場所に汚れが発生した場合は、設置事業者が清掃を行うこ

と 

③ 自動販売機の設置にあたっては、地震を考慮した転倒防止策や、幼児等の来館に配慮し

た配線、隙間等の始末など、安全に十分配慮すること 

④ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については設置事業者の責任において速やかに対応

するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること 

⑤ 設置事業者は、自動販売機の使用電気料を計測するための子メーターについて、千葉市

と協議のうえ、設置事業者の負担にて設置を行うこと。(子メーターはボックスに入れるな

ど目隠しをすること。) 

  ⑥ 上記の設置維持管理に当たっては、事前に施設管理者に催し物の開催状況など利用状況

を確認するなど協議を行い、施設の管理運営及び市民の利用に支障が生じないようにするこ

と 

  ⑦ 自動販売機の搬入出に当たっては、経路の養生を十分に行うなど安全に配慮するととも

に、施設の管理運営に支障が生じないよう市及び施設管理者と協議を行うこと 

  （７）原状回復 

     設置事業者は、貸付期間が満了したときは、指定期日までに原状回復してください。 

   

  ５ 入札申込手続 

（１） 申込方法   

申込受付期間内に、必要な書類を郵送(平成２７年３月６日必着)又は持参してください。 

なお、郵送の場合は、受付済みの申込書の写しを返信しますので、82 円切手を貼付し宛名

を明記した返信用の封筒を同封してください。 
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申込受付期間 平成２７年２月２３日（月）～平成２７年３月６日（金） 

午前９時～正午、午後 1 時～午後４時（ただし、市役所閉庁日は除きます。） 

最終日は午後３時までの受付となりますのでご注意ください。 

※ 電話、FAX、E メール等による受付は行いません。 

提出先 〒２６０－８７２２ 

         千葉市中央区千葉港１番１号 

千葉市役所 ８階 市民局生活文化スポーツ部文化振興課 

   

（２）必要な書類（各１部） 

  ① 入札参加申込書 

  ② 法人登記簿（履歴事項全部証明書）の写し ※法人の場合 

  ③ ３－③に係る法人市民税又は個人市民税の納税証明書（直近１年分） 

 ※ 各証明書については、いずれも発行後３か月以内のものを提出してください。 

 ※ 申し込みいただいた結果、入札参加資格を欠くなどにより参加していただけない場合のみ、

千葉市より速やかに電話にてご連絡します。 

 

  ６ 入札の手続 

（１） 入札方法 

① 入札は平成２７年３月１３日（金）に千葉市役所本庁舎８階 ８１会議室で行います。 

② 入札書に記載する入札金額は、１か月間の貸付料の金額（消費税及び地方消費税の額は含ま

ない。）を記載してください。 

 なお、契約金額は、これに消費税及び地方消費税（８％）が加算された額となります。 

③ 入札書は当日持参してください。郵送による入札は受け付けません。 

④ 代理人の方が入札される場合は、委任状が必要になりますので、必要事項を記載し、 記名

押印してください。 

⑤ 投函した入札書の書換え、引換え又は撤回はできませんので、十分ご注意ください。 

（２） 入札時に持参する書類 

① 入札参加申込書の写し 

② 入札書 

③ 誓約書 

④ 委任状 ※代理人の方が、入札される場合 

（３） 入札保証金 

   入札保証金の納付は免除しますが、落札者が契約を締結しない場合には、落札額の 3 倍の

金額を違約金としていただきます。 

 

７ 入札の無効 

    次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

（１）入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）記名押印を欠く入札 



 5 / 8 

 

（４）金額を訂正した入札 

（５）誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（６）明らかに連合であると認められる入札 

（７）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２通以上の代理をした者の入札 

（８）積算内訳書及び誓約書の提出を求めている入札において、その提出がない入札 

（９）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ 落札者の決定等 

（１）落札者は、最低価格以上をもって有効な入札を行った方のうち最高価格の入札を行った方

とします。 

（２）落札者となるべき方が２人以上いるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定します。 

（３）入札終了後、契約締結の手続に入ります。 

（４）落札者が契約を締結しないとき等は、地方自治法施行令に基づき随意契約へ移行すること

があります。 

（５）落札者が契約を締結しないとき、又は契約締結後に中途で契約を解約したときは、その事

実があった日から１年間において、本市の自動販売機設置事業者の募集に関する入札には参

加できなくなります。 

 

９ 契約保証金 

（１）本件契約締結と同時に契約保証金として契約金額（落札金額に消費税を加算した額×契約

期間月数）の 10 分の 1 以上の額を納入してください。 

（２）契約保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれを充当するほか、貸付けに伴う

一切の損害賠償に充当します。 

（３）契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸付物件の原状回復を確認後、借受人（落札

者）の請求に基づき利息を付さずに返還します。 

（４）借受人（落札者）が本件契約上の義務を履行しないときは、千葉市は本件契約を解除しま

す。この場合、納入された契約保証金は千葉市に帰属することになります。 

 

10 その他 

（１）自動販売機設置事業への入札・契約にあたっては、この要項に定めるもののほか、地方自

治法、千葉市契約規則、千葉市公有財産規則等の法令を遵守してください。 

（２）本契約は、本契約に関連する消費税及び地方消費税の率が改正された場合は、これに連動

して契約金額を変更します。 

（３）契約者は、毎年度末に、当該年度における各自販機の売上本数等を本市に報告することと

します。（この売上本数は、次期公募において公表されます。） 

 

募集に関する問合せ先 

千葉市市民局生活文化スポーツ部文化振興課 

管理班 担当：上條 

電話 ０４３－２４５－５２６２ 
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自販機№ １ 所在地 千葉市中央区富士見１－３－２ 

設置場所 千葉市文化交流プラザ １階 北西側出入口脇 

 

配     置     図 

 

 

 

 

 

 

 

１台（自販機№1） 

 
 

回収ボックス 
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自販機№ ２ 所在地 千葉市中央区富士見１－３－２ 

設置場所 千葉市文化交流プラザ ３階 音楽ホールホワイエ 

 

配     置     図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１台（自販機№2） 

 

回収ボックス 
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自販機№ ３ 所在地 千葉市中央区富士見１－３－２ 

設置場所 千葉市文化交流プラザ ５階 休憩コーナー 

 

配     置     図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１台（自販機№3） 

回収ボックス 


